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水道の広域化で
　  安全・安心を未来につなぐ



●メーター検針は、２か月に１回行っております。
　メーター検針を奇数月（１月、３月、５月、７月、９月、11月）の１日から７日に行い、２か月分
　を半分に分けて１か月分としています。
　使用量に応じて、水道料金を計算します。

　検針期間　　：奇数月の１～７日

　納付書発送　：毎月19日（納期限：翌月10日）

　口座振替日　：毎月27日

　口座再振替日：翌月10日（27日に口座振替ができなかった場合）
　※口座振替日が休日の場合は翌営業日になります。

　※営業所により検針期間が前後する場合があります。
　※ご不明な点はお住いの地域の営業所にお電話ください。

（例）１月検針の場合

１日 19日 27日 10日 19日
２月１月

27日

１月検針で水量が45㎥の場
合、水量を半分に分けて（端
数は前の月に加えます）、１
月に23㎥分、２月に22㎥分の
料金を請求します。

　令和２年４月１日から多久市、武雄市、嬉野市、大町町、江北
町、白石町及び西佐賀水道企業団の水道事業を統合し、佐賀西部
広域水道企業団水道事業の経営を開始しました。
　現在の水道事業を取り巻く環境は、人口減少による料金収入の
減少、経験豊富な職員の減少と技術継承の問題、また、水道施設
の老朽化に伴う更新費用の増大など厳しさを増しています。
　その一方で、水道水質に対する安全性の要求はより高度なものになり、近年頻発す
る自然災害への備えとして、水道施設の耐震化、水質管理体制の強化、緊急時におけ
る危機管理体制の強化など課題は山積みです。
　これらの問題を解決するために、水道事業を統合することで、経営基盤、組織体制
を強化し、今後も安全安心な水道水の安定供給を未来へとつなげていきます。

佐賀西部広域水道企業団
マスコットキャラクター

ウォッ太くん



圧着はがきです

　令和２年４月の水道事業統合前に旧団体（多久市、武雄市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、
西佐賀水道企業団）が発行した納付書では納付ができなかったり、入金確認に時間を要し、誤っ
て督促状が発送されてしまうなど、お客様にご迷惑をかけてしまうおそれがあります。
　該当する納付書をお持ちの方は、新しい納付書を発行いたしますのでご連絡ください。

お問い合わせ先　本庁営業課　Tel：0952-68-2225

● 破損したときの修理代
● 漏水時の水道料金は自己負担となります。

寒さが厳しくなると、水道管の凍結、破損事故が起きやすくなり
ます。凍結しやすい水道管は未然に対策をおこないましょう。

特に
凍結しやすい
水道管

＊むき出しになっている水道管
＊北向きにある水道管
＊風当たりの強いところにある水道管

宅地内に引き込んである水道管は、
すべてお客様の財産です！

思わぬ出費となる場合がありますので、お客様自身の防寒対策が重要です！

メーターボックス
の中に布や発泡ス
チロールを入れる

水道管に早めの防寒対策を！

保温カバー
で巻いたり布で巻いたり

防 寒 対 策
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口座振替または納付書によりお支払いいただけます。
納付書でのお支払いは、下記の金融機関、コンビニエンスストアまたは営業所窓口をご利用ください。

営業所では、
料金のお支払い、水道の開閉栓の受付、名義変更手続き、
給水装置工事の受付の業務を行っております。
営業時間　８:30～17:00 土日祝日は休みです。
道路上での漏水を発見した場合はお手数ですが、各営業所にご連絡ください。

水道の開閉栓は
HPから受付可能です。

●本庁 営業課

佐賀市久保田町大字徳万1869
（佐賀西部広域水道企業団１階）

0952-68-2225

武雄営業所

嬉野営業所

大町営業所

白石営業所

本庁営業課

江北営業所

多久営業所

●武雄営業所
武雄市武雄町大字武雄3444
0954-22-2874

●嬉野営業所

嬉野市嬉野町大字下宿1185
（嬉野市役所内）

0954-42-3314

●大町営業所

大町町大字大町5017
（大町町役場内）

0952-20-1189

●江北営業所

江北町大字山口1651-1
（江北町役場内）

0952-37-0883

●白石営業所

白石町大字福田1247-1
（白石町役場内）

0952-84-7119

多久市北多久町大字小侍7-1
（多久市役所内）

0952-75-3003

●多久営業所

払い忘れを防ぐためにも、口座振替をお勧めします！

水道料金を滞納されている方に対しては、最終的に給水を停止するといった対応を取らせていただいて
おりますが、払い忘れがあったら即日水道を停止するわけではなく、まずはお客さまの払い忘れを段階
的にお知らせしております！

納期限内の納付書であれば
コンビニで24時間お支払いができ
大変便利です。

水道料金のお支払いは納期限内に！

金融機関

佐賀銀行、十八親和銀行、佐賀共栄銀行、佐賀信用金庫、九州ひぜん信用金庫、佐賀東信用組合、佐賀西信用組合、九州労働金庫、佐賀
県農業協同組合、佐賀県信用漁業協同組合連合会、九州内のゆうちょ銀行・郵便局（沖縄県を除く。）

コンビニエンスストア

セブン-イレブン、ローソン、ローソンストア100、ナチュラルローソン、ローソン・スリーエフ、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、
ヤマザキデイリーストア、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、コミュニティ・ス
トア、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ、ハセガワストア、タイエー、MMK 設置店


